
 

   

 

 

 

 

 

 

指定管理者（特定非営利活動法人 恵庭市スポーツ協会）の自主

事業として、恵庭市民の月曜日（休館日を除く）と木曜日の利用料金

(入館料を含む)を下記のとおりとしますので是非ご利用ください。 

 

区    分 月・木曜日 その他の曜日 

65 歳未満 300 円 500 円 

高校生・65 歳以上 200 円 250 円 

   ＊11 月からは、上記金額に暖房料が加算されます。 

 

🔷実施期間 

 令和 5 年 5 月 1 日（月）～令和 5 年 10 月 30 日（月） 

  

🔷利用方法 

 券売機でそれぞれのチケットを購入し、窓口に提出してくだ 

 さい。（回数券はありません） 

 

🔷その他 

 利用に当たっては、職員の指示に 

 従ってください。 

 

 


